
様式 １　公表されるべき事項

独立行政法人国立精神・神経医療研究センターの役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

　① 平成２５年度における役員報酬についての業績反映のさせ方

別 添

役員報酬への業績反映の状況について
厚生労働省独立行政法人評価委員会の業績評価結果から、役員報酬規程により業

積年俸の増額ができるところ、社会情勢等を総合的に勘案して去年と同水準とした。

法人の長の報酬水準の妥当性について
【法人の判断】

国立精神・神経医療研究センターは、精神疾患、神経疾患、筋疾患及び知的障害そ
の他の発達の障害（以下「精神・神経疾患等」という。）に係る医療並びに精神保健に
関し、調査、研究及び技術の開発並びにこれらの業務に密接に関連する医療の提供、
技術者の研修等を行うことにより、国の医療政策として、精神・神経疾患等に関する高
度かつ専門的な医療及び精神保健の向上を図り、もって公衆衛生の向上及び増進に
寄与することを目的として設立された法人である。

当法人の理事長は、我が国の精神・神経疾患等に係る研究、医療水準の向上を目
指して、病院、研究所、トランスレーショナル・メディカルセンター、脳病態統合イメージ
ングセンター、認知行動療法センター及び事務部門等の７００人を超える常勤職員の
ほかレジデントや流動研究員などを統率して、精神・神経疾患等の分野における臨床、
研究や人材育成などの面で成果を継続して生み出すための高いマネジメント能力や
リーダーシップ、研究分野に関する高度な専門性に加え、法人のトップとして職員や国
民からも信頼を得られる人物が求められている。

なお、研究開発を主要な業務とする他NC法人の長の報酬水準についても概ね当
法人と同程度である。

こうした職務内容の特性や他法人との比較を踏まえると、報酬水準は妥当と考えられ
る。
【主務大臣の判断】

理事長の職務内容の特性や他法人の報酬水準との比較を勘案すると、妥当な報酬
水準であると考えられる。



　② 役員報酬基準の改定内容

法人の長

理事

理事（非常勤）

監事（非常勤）

平成２３年人事院勧告に準拠し、指定職俸給表引下げ改定（△0.5%）に
相当する基本年俸額（月例年俸額及び業績年俸額）の引下げを引き続き
行った。（平成24年5月1日改定）

また、国家公務員給与に関する臨時特例法に基づく給与減額支給措置
に相当する特例措置により、平成26年3月31日までの間、月例年俸、地域
手当及び業績年俸の支給額から9.77%に相当する額を引き続き減ずること
とした。（平成24年6月1日改定）

同上

なし

なし



２　役員の報酬等の支給状況

平成２５年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

1,598 （地域手当）
254 （通勤手当）

千円 千円 千円 千円

千円 千円 千円 千円

1,587 （地域手当）
113 （通勤手当）

千円 千円 千円 千円

千円 千円 千円 千円

千円 千円 千円 千円

千円 千円 千円 千円

注１：「地域手当」とは、民間の賃金、物価及び生計費が特に高い地域に在勤する役員に支給して
　　　いるものである。
注２：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後

      独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄。

法人の長 16,630

16,106 10,584 3,822

4,124

B理事

A監事
（非常勤）

A理事
（非常勤）

A理事 15,093 9,874 3,738

420 420 0 0 （　　　　）

（地域手当）1,481

B理事
（非常勤） 1,200 1,200 0 0 （　　　　）

2,520 2,520 0 0 （　　　　）

B監事
（非常勤） 2,460 2,460 0 0 （　　　　）

役名
就任・退任の状況

前職
その他（内容）

10,654

平成26年3月31日 ※



３　役員の退職手当の支給状況（平成２５年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

千円 年 月

千円 年 月

千円 年 月

千円 年 月

千円 年 月

千円 年 月

注１：「摘要」欄には、独立行政法人評価委員会による業績の評価等、退職手当支給額の決定に至った

事由を記入する。
注２：「前職」欄には、退職者の役員時の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、該当がない場合は空欄。退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後

独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄。

法人での在職期間 摘　　要

B監事
（非常勤）

B理事
（非常勤）

B理事

A理事
（非常勤）

A監事
（非常勤）

法人の長

A理事

該当者なし

該当者なし

該当者なし

該当者なし

該当者なし

該当者なし

該当者なし



Ⅱ 職員給与について
１　職員給与についての基本方針に関する事項

　② 職員給与決定の基本方針
　ア 給与水準の決定に際しての考慮事項とその考え方

　イ 職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方

〔能率、勤務成績が反映される給与の内容〕

　ウ 平成２５年度における給与制度の主な改正点

基本給：昇給
常勤職員（任期付職員基本年俸表適用職員及び院長等基本年俸表適用
職員を除く）の勤務成績に応じて、５段階の昇給を行う。

　① 人件費管理の基本方針

給与種目 制度の内容

賞与：業績年俸

基本年俸表適用職員について、前年度の業務の実績を考慮の上80/100
から120/100の範囲内で定める割合を前年度の業績年俸に乗じた額を支
給

賞与：業績手当
（業績反映部分）

常勤職員（基本年俸表適用職員を除く）について、業績に応じて定める割
合を算定基礎額に乗じた額を支給

賞与：業績手当
（年度末賞与）

総長が定める基準に基づく当該年度の医業収支が特に良好な場合に職
員の業績に応じた割合を、総長が定める額に乗じて支給

中期計画における人事に関する計画として、「良質な医療を効率的に提供していくた
め、医師、看護師等の医療従事者については、医療を取り巻く状況の変化に応じて柔
軟に対応するとともに、経営に十分配慮する。特に、医師・看護師不足に対する確保
対策を引き続き推進するとともに離職防止や復職支援の対策を講じる。」こととしてお
り、当該計画に基づき、安全で良質な医療の提供に支障が生じないよう、医療法（昭和
２３年法律第２０５号）及び診療報酬上の人員基準に沿った対応や医療安全を確保す
るための適切な人員配置に努め、 また、独立行政法人に関する制度の見直しの状況
を踏まえ適切な取組を行う。

職員の給与水準は、独立行政法人通則法第63条第３項の規定に基づき、法人の業務の
実績を考慮し、かつ、社会一般の情勢に適合したものとなるよう決定している。

中央省庁等改革基本法第３８条第１項第６号の規定等に基づき、職員の業績を給与に反
映している。

平成２３年人事院勧告に準拠し、行政職俸給表（一）引下げ改定（△0.4%～△0.5%）に相

当する基本給月額の引下げ（医療職基本給表（一）及び副院長・部長・医長基本年俸表を

除く）を引き続き行った。（平成24年5月1日改定）
また、国家公務員給与に関する臨時特例法に基づく給与減額支給措置に相当する特例

措置により、平成26年3月31日までの間、対象となる職員の基本給、月例給、役職手当、
地域手当、研究員調整手当、業績年俸、業績手当及び勤務一時間当たりの給与額等の
支給額から7.77%～9.77%に相当する額を引き続き減ずることとした。（平成24年9月1日改
定）



２　職員給与の支給状況

　①　職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

402 39.2 5,297 4,022 58 1,275
人 歳 千円 千円 千円 千円

19 44.3 6,529 4,953 107 1,576
人 歳 千円 千円 千円 千円

8 51.9 5,180 3,887 9 1,293
人 歳 千円 千円 千円 千円

14 41.8 11,456 9,081 79 2,375
人 歳 千円 千円 千円 千円

258 38 5,046 3,816 43 1,230
人 歳 千円 千円 千円 千円

70 38.7 5,098 3,856 89 1,242
人 歳 千円 千円 千円 千円

13 41.8 5,693 4,293 112 1,400
人 歳 千円 千円 千円 千円

20 42.9 3,540 2,707 57 833

注：常勤職員については、在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。

人 歳 千円 千円 千円 千円

3 34.5 5,530 4,181 55 1,349
人 歳 千円 千円 千円 千円

3 34.5 5,530 4,181 55 1,349

人 歳 千円 千円 千円 千円

3 62.2 4,821 3,805 8 1,016
人 歳 千円 千円 千円 千円

3 62.2 4,821 3,805 8 1,016

・「在外職員」、「非常勤職員」については該当する職員がいないため、欄を記載していない。

・平成２５年度を通じて在職し、かつ、平成２６年４月１日に在職する職員（休暇等により給与が減額された者を除く）の状況である。

　①　職種別支給状況（年俸制適用者）

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

81 51.8 11,861 9,200 89 2,661
人 歳 千円 千円 千円 千円

36 51.6 13,655 10,771 77 2,884
人 歳 千円 千円 千円 千円

45 52 10,427 7,945 99 2,482

医療職種
（病院看護師）

区分 うち所定内

平成２５年度の年間給与額（平均）
うち所定内

常勤職員

人員

医療職種
（病院医師）

医療職種
（医療技術職）

平均年齢
総額

区分

人員 平均年齢
平成２５年度の年間給与額（平均）

総額

常勤職員（年俸制）

副所長等
（副所長・部長・室長）

再任用職員

研究職種

医療職種
（病院看護師）

事務・技術

福祉職種
（児童指導員等）

療養介助職種

技能職種
（看護補助者等）

うち賞与

うち賞与

任期付職員

副院長等
（副院長・部長・医長）

注１：常勤職員については、在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。

注２:上記職種以外の職種については、該当する職員がいないため、欄を記載していない。



人 歳 千円 千円 千円 千円

28 43 8,167 6,347 100 1,820
人 歳 千円 千円 千円 千円

28 43 8,167 6,347 100 1,820

・「在外職員」、「非常勤職員」、「再任用職員」については該当する職員がいないため、欄を記載していない。

・平成２５年度を通じて在職し、かつ、平成２６年４月１日に在職する職員（休暇等により給与が減額された者を除く）の状況である。

任期付職員

注１：上記職種以外の職種については、該当する職員がいないため、欄を記載していない。

任期付職員（年俸制）



②

注１：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、⑤まで同じ。

注2: 該当者が４人以下の年齢階層については第１・第３四分位の折れ線を表示していない。

注3: 「44-47歳」、「48-51歳」、「56-59歳」の層は、該当者が２人以下であるため、平均給与額は表示していない。

（事務・技術職員）

四分位 四分位

第１分位 第３分位
人 歳 千円 千円 千円

2 － － － －

3 54.5 － 8,303 －

1 － － － －

10 39.5 5,127 5,538 5,943

3 40.8 － 5,158 －

注１：「地方部長」及び「地方課長補佐」については、該当者が２人以下のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、

　人数以外は記載していない。

注２：「地方課長」、「地方係員」については、該当者が４人以下のため、第１・第３四分位の金額を記載していない。

年間給与の分布状況（事務・技術職員／研究職員／医療職員（病院医師）／医療職員（病院看護
師））〔在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。以下、⑤まで同じ。〕

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢 平均

・地方部長

・地方課長

・地方課長補佐

・地方係長

・地方係員

0

1

1

2

2

3

3

4

4

5

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

３２－３５歳 ３６－３９歳 ４０－４３歳 ４４－４７歳 ４８－５１歳 ５２－５５歳 ５６－５９歳

人数

平均給与額

第３四分位

第１四分位

国の平均給与額

年間給与の分布状況（事務・技術職員）
人千円



注１：該当者が４人以下の年齢階層については第１・第３四分位の折れ線を表示していない。

（研究職員）

四分位 四分位

第１分位 第３分位
人 歳 千円 千円 千円

25 53.9 10,836 11,427 11,874

20 49.7 8,154 8,953 9,588

3 34.5 － 5,476 －
注１：本法人には、本部課長相当職が置かれていないため、原則として「本部課長」を掲げるところ、代わりに「研究室長」を代表的

　に職位として掲げた。また、「主任研究員」に該当する職員は存在しないため、表示していない。

注２:上記の研究職員には年俸制が適用される職員が含まれる。以下④、及び⑤において同じ。

注３：「地方研究員」については、該当者が４人以下のため、第１・第３四分位の金額を記載していない。

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢 平均

・地方研究部長

・地方研究課長

・地方研究員

0

2

4

6

8
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0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

２８－３１歳 ３２－３５歳 ３６－３９歳 ４０－４３歳 ４４－４７歳 ４８－５１歳 ５２－５５歳 ５６－５９歳

人数

平均給与額

第３四分位

第１四分位

国の平均給与額

年間給与の分布状況（研究職員）
人千円



注１：該当者が４人以下の年齢階層については第１・第３四分位の折れ線を表示していない。

注２:「32-35歳」の層は、該当者が２名以下であるため、平均給与額は表示していない。

（医療職員（病院医師））

四分位 四分位

第１分位 第３分位
人 歳 千円 千円 千円

・診療部長 10 56.1 13,919 14,367 14,999

・診療科長 24 49.9 12,723 13,329 13,867

・医師 15 41.6 10,326 11,378 12,188

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢 平均

注１：上記の医療職員（病院医師）には、年俸制が適用される医長以上の医師が含まれる。以下、④及び⑤において同じ。
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３２－３５歳 ３６－３９歳 ４０－４３歳 ４４－４７歳 ４８－５１歳 ５２－５５歳 ５６－５９歳

人数

平均給与額

第３四分位

第１四分位

国の平均給与額

年間給与の分布状況（医療職員（病院医師））
人千円



注１：該当者が４人以下の年齢階層については第１・第３四分位の折れ線を表示していない。

四分位 四分位

第１分位 第３分位
人 歳 千円 千円 千円

・副総看護師長 1 － － － －

・看護師長 17 47.6 7,147 7,277 7,428

・副看護師長 31 40.1 4,999 5,597 5,967

・看護師 204 36.5 3,854 4,700 5,381

・准看護師 5 54.5 5,136 5,367 5,632

　

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢 平均

注：「副総看護師長」については、該当者が1人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、人数以外は記載していない。
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第３四分位

第１四分位

国の平均給与額

年間給与の分布状況（医療職員（病院看護師））
人千円



③

事務・技術職員

区分 計 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級

標準的
な職位

人 人 人 人 人 人 人 人

19 3 9 1 1 3 1 1
（割合） (15.8%) (47.4%) (5.3%) (5.3%) (15.8%) (5.3%) (5.3%)

歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳

50～33 51～33 56～52

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

4,409～
3,678

4,633～
3,392

6,611～
5,996

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

5,859～
4,779

6,176～
4,629

8,612～
7,881

研究職員（任期付）

区分 計 １級

標準的
な職位

人 人

3 3
（割合） (100%)

歳

35～33

千円

4,511～
3,599

千円

5,973～
4,779

研究職員(年俸制職員）

区分 計 副所長等年俸１級 副所長等年俸２級 副所長等年俸3級

標準的
な職位

人 人 人 人

45 18 26 1
（割合） (40%) (57.8%) (2.2%)

歳 歳

56～40 59～45

千円 千円

8,080～
5,858

9,970～
6,908

千円 千円

10,385～
7,598

13,348～
9,373

室長・課長 課長

 職級別在職状況等（平成２６年４月１日現在）（事務・技術職員／研究職員／医療職員（病院医師）／
医療職員（病院看護師））

所定内給
与年額(最
高～最低)

一般職員 係長 専門職

年間給与
額(最高～

最低)

注：３級、４級、６級、７級における該当者が１人のため当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、「年齢（最高～最低）」以下の事項
については記載していない

人員

部長 部長

人員

年齢（最高
～最低）

室長 部長 センター長

人員

年齢（最高
～最低）

所定内給
与年額(最
高～最低)

年間給与
額(最高～

最低)

注：３級における該当者が１人のため当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、「年齢（最高～最低）」以下の事項については記載
していない

年齢（最高
～最低）

一般職員

所定内給
与年額(最
高～最低)

年間給与
額(最高～

最低)



医療職員（病院医師）

区分 計 医療職（一）

標準的
な職位

人 人

14 14
（割合） （100%）

歳

50～35

千円

9,986～
7,732

千円

12,796～
9,643

医療職員（病院医師（年俸制職員） ）

区分 計 副所長等年俸１級 副所長等年俸２級

標準的 副院長
な職位 部　 長

人 人 人

36 25 11
（割合） （69.4%） （30.6%）

歳 歳

61～39 64～46

千円 千円

11,297～
9,041

11,508～
10,390

千円 千円

14,672～
11,398

15,586～
13,697

区分 計 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級

標準的
な職位

人 人 人 人 人 人 人 人

258 5 208 27 17 1 0 0
（割合） (1.9%) (80.6%) (10.5%) (6.6%) (0.4%) (0%) (0%)

歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳

59～44 59～23 54～29 55～38

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

4,381～
3,812

4,933～
2,655

5,214～
3,361

5,989～
4,961

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

5,743～
5,070

6,441～
3,525

7,001～
4,548

7,799～
6,452

看護部長看護部長

医師

人員

年齢（最高
～最低）

所定内給
与年額(最
高～最低)

年間給与
額(最高～

最低)

医長

人員

年齢（最高
～最低）

所定内給
与年額(最
高～最低)

副看護師長 師長 副看護部長

人員

年間給与
額(最高～

最低)

医療職員（病院看護師）

准看護師 看護師

注：５級における該当者が１人のため当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、「年齢（最高～最低）」以下の事項については記載
していない

年齢（最高
～最低）

所定内給
与年額(最
高～最低)

年間給与
額(最高～

最低)



④

事務・技術職員

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

54.8 57.2 56.1

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 45.2 42.8 43.9

％ ％ ％

         最高～最低 49.4～43.5 45.3～40.2 47.2～41.8

％ ％ ％

63.7 66.9 65.3

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 36.3 33.1 34.7

％ ％ ％

         最高～最低 40.0～31.5 36.3～30.4 38.1～32.0

研究職員

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

0 0 0

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 100 100 100

％ ％ ％

         最高～最低 100 100 100

％ ％ ％

63.9 65.1 64.5

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 36.1 34.9 35.5

％ ％ ％

         最高～最低 36.5～35.5 36.3～32.5 36.4～34.4

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

0 0 0

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 100 100 100

％ ％ ％

         最高～最低 100 100 100

％ ％ ％

60.5 64.2 62.4

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 39.5 35.8 37.6

％ ％ ％

         最高～最低 43.2～35.8 39.7～32.5 41.4～34.4

賞与（平成２５年度）における査定部分の比率（事務・技術職員／研究職員／医療職員（病院医師）／
医療職員（病院看護師））

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

医療職員（病院医師）

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）



夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

53.5 57.1 55.4

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 46.5 42.9 44.6

％ ％ ％

         最高～最低 49.4～43.3 46.0～40.0 47.2～41.6

％ ％ ％

62.5 66.7 64.6

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 37.5 33.3 35.4

％ ％ ％

         最高～最低 40.0～33.3 37.4～29.5 38.1～31.4

⑤

（事務・技術職員）
対国家公務員（行政職（一）） 106.7
対他法人（事務・技術職員） 101.9

（研究職員）
対国家公務員（研究職） 111.1

対他法人（研究職員） 113.4

（医療職員（病院医師））
対国家公務員（医療職（一）） 109.7

（医療職員（病院看護師））
対国家公務員（医療職（三）） 109.0

すべての独立行政法人を一つの法人とみなした場合の給与水準）に置き換えた場合の給与水準を１００

医療職員（病院看護師）

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

職員と国家公務員及び他の独立行政法人との給与水準（年額）の比較指標（事務・技術職員／研究職
員／医療職員（病院医師）／医療職員（病院看護師）)

対国家公務員（行政職（一）／研究職／医療職（一）／医療職（三））

注：　当法人の年齢別人員構成をウエイトに用い、当法人の給与を国の給与水準（「対他法人」においては、

　　として、法人が現に支給している給与費から算出される指数をいい、人事院において算出。



給与水準の比較指標について参考となる事項

○事務・技術職員

地域勘案　　　　　　 １０７．８

参考 学歴勘案　　　　　　 １０５．７

地域・学歴勘案　　　１０７．４

【支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　38.6%】
(国からの財政支出額　5,385,926千円､支出予算の総額　13,942,360千円:
平成25年度予算)
【累積欠損額　1,389,032千円(平成24年度決算)】
【管理職の割合　31.6%(常勤職員数19名中6名)】
【大卒以上の高学歴者の割合　63.2%(常勤職員数19名中12名)】
【支出総額に占める給与･報酬等支給総額の割合　35.0%】
(支出総額　140億円､給与･報酬等支給総額　49億円:平成24年度決算)

　給与水準の適切性の
　検証

講ずる措置

項目 内容

　平成25年度をもって終了した給与特例の対象が、国家公務員は全職種で
あったのに対し、当センターは幹部職員を中心とした職種に限定していたた
め、平成26年度における対国家公務員指数は、現状で推移した場合、前年
度を下回ることが見込まれるが、当法人の事業運営、民間医療機関の給与
及び国家公務員の給与等を総合的に考慮した上で、効率化できる部分に
ついては引き続き削減を進めるとともに、適切な給与水準の確保について
検討を行い、平成26年度（平成27年度公表）までに対国家公務員指数が地
域・学歴勘案で概ね107以下となるよう努力していく。

指数の状況

対国家公務員　　１０６．７

　国に比べて給与水準が
　高くなっている定量的な
　理由

　給与水準が高くなった主な理由としては、臨時特例に関する法律の施行
により国家公務員は給与の減額措置が実施されたが、対象職種について国
家公務員は全職種であるところ、当センターは幹部職員を中心とした職種に
限定したためである。なお、事務・技術職員における減額対象者の割合は
31.6％となっている。
　また、当センターは地域手当率が12％となっていることが、給与水準を高く
している原因の一つと思われる。なお、当法人の事務・技術職員には専門
職以上の職員について管理職として役職手当の支給対象としている。

（主務大臣の検証結果）
　平成23年度の数値、平成24年度及び25年度における給与・手当制度の
見直し、国家公務員の給与特例措置への対応を勘案してもなお、国家公務
員より高い水準であると考えられることから、一層の給付水準の見直しにつ
いて十分検討していただきたい。

【検証結果】
（法人の検証結果）
　給与水準が高いことが直ちに国からの財政支出額及び欠損金等を増加さ
せることにつながるものではないと考えているが、累積欠損金が生じている
現状において、給与水準が100を上回っている状況にあることから、国家公
務員の給与水準を考慮する必要があると考える。
　事務・技術職における管理職の割合は31.6％と、国の俸給の特別調整額
対象者割合17.1％を上回っているが、これは事務職については新規採用者
を厳しく抑制しているといった理由からである。
　また、大卒者以上の高学歴者の割合は63.2％と、国51.1％と比較すると高
くなっており、支出総額に占める給与、報酬支給額割合は35.0％となってい
る。
　なお、平成22年度の独立行政法人化時に、一般職員の基本給について、
初任給は据え置き、40歳代以上の給与水準を引き下げ、給与カーブを緩や
かにするとともに、国で支給されていた調整額を廃止し、地域手当、業績手
当（期末・勤勉手当相当）等に反映されない特殊業務手当とすることで、基
本給、業績手当、退職手当等の削減を行うなど、独自の給与改革を実施す
るなどし、その一定の効果が生じているところであり、適切な対応であると考
えている。



○研究職員

地域勘案　　　　　　 １１１．５

参考 学歴勘案　　　　　　 １１０．３

地域・学歴勘案　　　１１０．５

【支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　38.6%】
(国からの財政支出額　5,385,926千円､支出予算の総額　13,942,360千円:
平成25年度予算)
【累積欠損額　1,389,032千円(平成24年度決算)】
【管理職の割合　93.6%(常勤職員数47名中44名)】
【大卒以上の高学歴者の割合　100%(常勤職員数47名中47名)】
【支出総額に占める給与･報酬等支給総額の割合　35.0%】
(支出総額　140億円､給与･報酬等支給総額　49億円:平成24年度決算)

　給与水準の適切性の
　検証

指数の状況

対国家公務員　　１１１．１

　国に比べて給与水準が
　高くなっている定量的な
　理由

項目 内容

　給与水準が高くなった主な理由としては、臨時特例に関する法律の施行
により国家公務員は給与の減額措置が実施されたが、対象職種について国
家公務員は全職種であるところ、当センターは幹部職員を中心とした職種に
限定したためである。なお、研究職員における減額対象者の割合は93.6％
となっている。
　また、当センターは地域手当率が12％となっていること、優秀な研究職員
を確保するため、医師の資格を必要とする研究職員に対して医師に準じた
医師手当を支給（61.7%）していることが給与水準を高くしている原因の一つ
と思われる。

（主務大臣の検証結果）
　平成23年度の数値、平成24年度及び25年度における給与・手当制度の
見直し、国家公務員の給与特例措置への対応を勘案してもなお、国家公務
員より高い水準であると考えられることから、一層の給付水準の見直しにつ
いて十分検討していただきたい。

【検証結果】
（法人の検証結果）
　給与水準が高いことが直ちに国からの財政支出額及び欠損金等を増加さ
せることにつながるものではないと考えているが、累積欠損金が生じている
現状において、給与水準が100を上回っている状況にあることから、国家公
務員の給与水準を考慮する必要があると考える。
　研究職における管理職の割合は93.6％と、国の俸給の特別調整額対象者
割合76.3％を上回っているが、これは研究職については一般研究職の新規
採用者を厳しく抑制しているといった理由からである。
　また、大卒者以上の高学歴者の割合100.0％と、国96.7％と比較すると若
干高くなっており、支出総額に占める給与、報酬支給額割合は35.0％となっ
ている。
　なお、平成22年度の独立行政法人化時に、一般職員の基本給について、
初任給は据え置き、40歳代以上の給与水準を引き下げ、給与カーブを緩や
かにするとともに、国で支給されていた調整額を廃止し、地域手当、業績手
当（期末・勤勉手当相当）等に反映されない特殊業務手当とすることで、基
本給、業績手当、退職手当等の削減を行うなど、独自の給与改革を実施す
るなどし、その一定の効果が生じているところであり、適切な対応であると考
えている。また法人を運営する上で人材確保は非常に重要であり、人材が
確保できなかった場合の法人運営に与える影響も考慮しながら、法人実績
に応じた給与となるよう検討する。

講ずる措置

　平成25年度をもって終了した給与特例の対象が、国家公務員は全職種で
あったのに対し、当センターは幹部職員を中心とした職種に限定していたた
め、平成26年度における対国家公務員指数は、現状で推移した場合、前年
度を下回ることが見込まれるが、国家公務員の研究職員の給与、民間機関
の研究職員の給与、当法人の研究職員確保の状況や確保できない場合に
法人の事業運営に与える影響等を総合的に考慮した上で、効率化できる部
分については引き続き削減を進めていくとともに、適切な給与水準の確保に
ついて検討を行い、平成26年度（平成２７年度公表）までに対国家公務員指
数が地域・学歴勘案で概ね110以下となるよう努力していく。



○病院医師

地域勘案　　　　　　 １２２．２

参考 学歴勘案　　　　　　 １０９．７

地域・学歴勘案　　　１２２．２

項目 内容

【支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　38.6%】
(国からの財政支出額　5,385,926千円､支出予算の総額　13,942,360千円:
平成25年度予算)
【累積欠損額　1,389,032千円(平成24年度決算)】
【管理職の割合　69.6%(常勤職員数46名中32名)】
【大卒以上の高学歴者の割合　100%(常勤職員数46名中46名)】
【支出総額に占める給与･報酬等支給総額の割合　35.0%】
(支出総額　140億円､給与･報酬等支給総額　49億円:平成24年度決算)

　給与水準の適切性の
　検証

【検証結果】
（法人の検証結果）
　給与水準が高いことが直ちに国からの財政支出額及び欠損金等を増加さ
せることにつながるものではないと考えているが、累積欠損金が生じている
現状において、給与水準が100を上回っている状況にあることから、国家公
務員の給与水準を考慮する必要があると考える。
　病院医師における管理職の割合は69.6％と、国の俸給の特別調整額対象
者割合14.9％を上回っているが、これは病院医師については診療体制に応
じた適切な配置をしているといった理由からである。
　また、支出総額に占める給与、報酬支給額割合は35.0％となっている。
　なお、平成22年度の独立行政法人化時に、国で支給されていた調整額を
廃止し、地域手当、業績手当（期末・勤勉手当相当）等に反映されない特殊
業務手当とすることで、基本給、業績手当、退職手当等の削減を行うなど、
独自の給与改革を実施するなどし、その一定の効果が生じているところであ
り、適切な対応であると考えている。また法人を運営する上で人材確保は非
常に重要であり、人材が確保できなかった場合の法人運営に与える影響も
考慮しながら、法人実績に応じた給与となるよう検討する。

講ずる措置

　平成25年度をもって終了した給与特例の対象が、国家公務員は全職種で
あったのに対し、当センターは幹部職員を中心とした職種に限定していたた
め、平成26年度における対国家公務員指数は、現状で推移した場合、前年
度を下回ることが見込まれるが、国家公務員の病院医師の給与、民間医療
機関の病院医師の給与、当法人の病院医師確保の状況や確保できない場
合に法人の事業運営に与える影響等を総合的に考慮した上で、効率化でき
る部分については引き続き削減を進めていくとともに、適切な給与水準の確
保について検討を行い、平成26年度（平成27年度公表）までに対国家公務
員指数が地域・学歴勘案で概ね122以下となるよう努力していく。

指数の状況

対国家公務員　　１０９．７

　国に比べて給与水準が
　高くなっている定量的な
　理由

　給与水準が高くなった主な理由としては、臨時特例に関する法律の施行
により国家公務員は給与の減額措置が実施されたが、対象職種について国
家公務員は全職種であるところ、当センターは幹部職員を中心とした職種に
限定したためである。病院医師における減額対象者の割合は67.4％となっ
ている。
　また、優秀な医師確保のため、国の初任給調整手当に相当する医師手当
の区分を国より１区分高い三種としていること、専門医資格に対する医師手
当の加算をしているとが給与水準を高くしている原因の一つと思われる。
※平成25年度医師平均年収：13，039千円

（主務大臣の検証結果）
　医師の確保は、医療の質の向上、安全の確保等に不可欠であり、また、病
院経営上においても、医業収益等の確保にかかる基本的かつ重要な事項
であるため、医師の給与水準については、特に配慮すべき考えられる。
　一方、可能な部分については、医師の確保状況等を考慮した上で、より適
正な給与水準の在り方について、今後も必要な検討を進めていただきた
い。



○病院看護師

地域勘案　　　　　　 １０１．８

参考 学歴勘案　　　　　　 １０９．０

地域・学歴勘案　　　１０２．５

【支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　38.6%】
(国からの財政支出額　5,385,926千円､支出予算の総額　13,942,360千円:
平成25年度予算)
【累積欠損額　1,389,032千円(平成24年度決算)】
【管理職の割合　7.0%(常勤職員数258名中18名)】
【大卒以上の高学歴者の割合　16.3%(常勤職員数258名中42名)】
【支出総額に占める給与･報酬等支給総額の割合　35.0%】
(支出総額　140億円､給与･報酬等支給総額　49億円:平成24年度決算)

　給与水準の適切性の
　検証

（主務大臣の検証結果）
　平成23年度の数値、平成24年度及び25年度における給与・手当制度の
見直し、国家公務員の給与特例措置への対応を勘案してもなお、国家公務
員より高い水準であると考えられることから、一層の給付水準の見直しにつ
いて十分検討していただきたい。

項目 内容

講ずる措置

　平成25年度をもって終了した給与特例の対象が、国家公務員は全職種で
あったのに対し、当センターは幹部職員を中心とした職種に限定していたた
め、平成26年度における対国家公務員指数は、現状で推移した場合、前年
度を下回ることが見込まれるが、国家公務員の看護師の給与、民間医療機
関の看護師の給与、当法人の看護師確保の状況や確保できない場合に法
人の事業運営に与える影響等を総合的に考慮したうえで、効率化できる部
分については引き続き削減を進めていくとともに、適切な給与水準の確保に
ついて検討を行い、平成26年度（平成27年度公表）までに対国家公務員指
数が地域・学歴勘案で概ね102以下となるよう努力していく。

【検証結果】
（法人の検証結果）
　給与水準が高いことが直ちに国からの財政支出額及び欠損金等を増加さ
せることにつながるものではないと考えているが、累積欠損金が生じている
現状において、給与水準が100を上回っている状況にあることから、国家公
務員の給与水準を考慮する必要があると考える。
　病院看護師における管理職の割合は7.0％と、国の俸給の特別調整額対
象者割合0.8％を上回っているが、これは病院看護師については診療体制
に応じた適性は配置をしているといった理由からである。
　また、大卒者以上の高学歴者の割合16.3％と、国1.8％と比較すると高く
なっており、支出総額に占める給与、報酬支給額割合は35.0％となってい
る。
　なお、平成22年度の独立行政法人化時に、一般職員の基本給について、
初任給は据え置き、40歳代以上の給与水準を引き下げ、給与カーブを緩や
かにするとともに、国で支給されていた調整額を廃止し、地域手当、業績手
当（期末・勤勉手当相当）等に反映されない特殊業務手当とすることで、基
本給、業績手当、退職手当等の削減を行うなど、独自の給与改革を実施す
るなどし、その一定の効果が生じているところであり、適切な対応であると考
えている。また法人を運営する上で人材確保は非常に重要であり、人材が
確保できなかった場合の法人運営に与える影響も考慮しながら、法人実績
に応じた給与となるよう検討する。

　国に比べて給与水準が
　高くなっている定量的な
　理由

　給与水準が高くなった主な理由としては、臨時特例に関する法律の施行
により国家公務員は給与の減額措置が実施されたが、対象職種について国
家公務員は全職種であるところ、当センターは幹部職員を中心とした職種に
限定したためである。なお、病院看護師における減額対象者はいない。
　また、当センターは地域手当率が12％となっていること、特殊業務手当の
支給対象となる重症心身障害児（者）、筋ジストロフィー、精神科病棟で勤務
する看護師が一般医療機関に比して多いことが給与水準の高い理由として
あげられる。

指数の状況

対国家公務員　　１０９．０



○比較対象職員の状況

・研究職種

年俸制適用者以外にかかる①表（職種別支給状況）の任期付職員欄の３人及び年俸制適用者に

かかる①表（同）の常勤職員欄の研究職種45人　計48人

48人の平均年齢50.9歳、平均年間給与額10,120千円

・医療職種（病院医師）

年俸制適用者以外にかかる①表(職種別支給状況)の常勤職員欄の14人及び年俸制適用者に

かかる①表(同)の常勤職員欄の医療職種(病院医師)36人 計50人

50人の平均年齢48.8歳､平均年間給与額13,039千円

○管理職割合の改善の取組状況

管理職については、独法移行時に見直しを行い、業務運営上、適切な人員配置となるように

努めている



Ⅲ　総人件費について

当年度
（平成２５年

度）

前年度
（平成２４年

度）
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(A)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ｂ)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ｃ)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(D)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

総人件費について参考となる事項

Ⅳ 法人が必要と認める事項
特になし

4,923,340 △ 51,284 （-1.0） 350,810

区　　分 比較増△減
中期目標期間開始時（平
成２２年度）からの増△減

（7.8）

（32.6）
退職手当支給額

303,184 366,933 △ 63,749 （-17.4） 74,600

最広義人件費
7,781,422 7,667,707 113,715 （1.5）

給与、報酬等支給総額
4,872,056

50,742 （6.3）

（11.4） 663,399

（16.0）

△ 17,548 （-2.0）

非常勤役職員等給与
1,745,907

①人件費の主な増減要因等
○給与、報酬等支給総額の主な増減要因
・平成25年11月に退職した事務職の不補充（▲3百万円）
・技能職の退職後不補充（▲7百万円）
○最広義人件費の主な増減要因
・精神・神経疾患、筋疾患及び知的障害その他の発達障害に関する高度先駆的医療の開発・
普及・提供のための体制整備（主に研究員、研究補助員、研究（事務）助手等の増員）
（185百万円）
・前項の増減要因にかかる社会保険料、健康診断費等事業主負担の増額（26百万円）
・共済組合事業主負担金料率の改定による福利厚生費の増額（８百万円）
・臨時特例に関する法律の終了に伴う平成26年６月賞与における共済組合等事業主負担にか
かる引当金の増額（５百万円）

福利厚生費
860,275 809,533

1,071,261

（61.3）1,567,901 178,006


